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令和元年度 京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修の受講者募集について 

～ きょうからはじめる生活援助 ～ 

 
 京都市では，ＳＤＧｓの理念をふまえ，高齢者の介護や生活支援の制度の持続可能性を高

めるため，「京都市介護予防・日常生活支援総合事業（※）」（以下「総合事業」という。）を

実施しています。この総合事業において，高齢者の御家庭を訪問して掃除や買い物代行等の

生活援助（家事）を行う「支え合い型ヘルプサービス」を実施しており，同サービスの従事

者養成研修（本市主催分）について，以下のとおり募集しますので，お知らせします。 
 御自身の力を「助け合い」に活かしたい方やこれから介護の仕事に携わりたい方など，担

い手として御活躍いただける方の受講をお待ちしています。 
 
※京都市介護予防・日常生活支援総合事業 
  介護予防の推進や生活支援サービスの充実，多様な担い手の活躍を図るため，従前の「介

護予防訪問介護」「介護予防通所介護」に相当するサービスに加え，本市では，基準を緩和

した「支え合い型ヘルプサービス」や「短時間型デイサービス」などを実施しています。 
 
１ 対象者 

 概ね１６歳以上の方で，平成２９年４月から実施している京都市介護予防・日常生活支

援総合事業のうち，「支え合い型ヘルプサービス」での従事を希望する方 
※ 申し込みが多数あった場合は選考しますが，訪問介護員と同等の資格を有する方等は，

同サービスに従事するために本研修を受講する必要はないため，資格のない方が優先と

なります。  
２ 内容 

 高齢者の生活支援に関する基本的な知識・技術を，講義及び演習により学びます。 
※ 詳細は，本市が定めるカリキュラム（別紙）を御覧ください。 

 
３ 研修スケジュール 

 
研修日時 

場所 定員 募集期間 １日目 
13：00～17：00 

２日目 
9：30～16：45 

第 3 回 1 月 15 日（水） 1 月 16 日（木） 
伏見区役所 
中会議室 

各回とも 
50 名 

12/1～12/27 

※ 両日の受講が必要です。原則として月をまたいでの受講はできません。 
 
４ 費用 

無料 

京都市は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。  



 
５ 申込み先 

  一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 
  電話：３５４－８７４３ ＦＡＸ：３４３－６２７０ 
  Ｅメール：jimukyoku@kyoto-shiroukyo.jp 
  受付時間：平日午前９時～午後５時３０分 
 
６ 申込み方法 

・ 希望する研修日程の募集期間中に，電話，ＦＡＸ又はＥメールにより，研修名及び申

込者の①氏名・ふりがな，②生年月日，③自宅住所・郵便番号，④自宅電話番号（又

は携帯電話番号），⑤自宅ＦＡＸ番号，⑥Ｅメールアドレス，⑦訪問介護員と同等の資

格の有無⑧希望日⑨催し名を申込み先まで御連絡ください。 
・ 募集期間終了後，速やかに受講票（抽選の場合は，当落通知及び当選の方への受講票）

を送付します。万一，開催直前となっても受講票等が届かない場合は，申込み先へお

問合せください。 
 

７ 修了者の取扱い 

 本研修の修了者は，研修実施者からの実施報告により，本市で京都市支え合い型ヘルプ

サービス従事者資格を有する者として登録されます。修了者は事業所と雇用契約を結び，

高齢者の家事支援に従事できます。 
 また，これを証するものとして，「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者資格登録証（以

下「登録証」といいます。）」を発行します。登録証は，訪問介護員と同等の資格を有する方

等に該当しない方が，同サービスに従事する際に必須となるものです。 
 

８ その他 

 当該研修は，本市が委託により実施する主催研修のほか，本市が指定した事業者による

研修も実施しています。指定事業所一覧は，本市ホームページで公開しています。指定事

業所による研修の受講を希望される場合は，各指定研修実施機関にお問い合わせください。 
 
＜参考＞京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修 指定研修実施機関 
・ ヒューマンコミュニケーションズ株式会社（上京区） 
・ 社会福祉法人京都老人福祉協会（伏見区） 
・ 社会福祉法人京都福祉サービス協会（下京区） 
・ 公益社団法人京都市シルバー人材センター（中京区） 
・ 有限会社ネステージ（左京区） 
・ 株式会社グリッド（西京区） 
・ ヒューマンライフサービス有限会社（上京区） 
・ 社会福祉法人嵐山寮（右京区） 
・ 社会福祉法人十条龍谷会（南区） 
・ 京都生活協同組合（南区） 
・ 有限会社ラ・ポールおとくにケアサービス（長岡京市） 
・ 社会福祉法人 緑寿会（山科区） 
・ 社会福祉法人 市原寮（左京区） 
・ 社会福祉法人 同和園（伏見区）         
・ 株式会社 健幸プラス（伏見区） 
・ 京都高齢者生活協同組合くらしコープ（北区） 
 



９ 問合せ先 

京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 
〒６０４－８１７１ 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５６６－１ 
          井門明治安田生命ビル２階 
電話：２１３－５８７１ ＦＡＸ：２１３－５８０１ 

 
【参考】これまでの研修修了者数について（令和元年１０月末時点） 
  本市実施分        ４６８人 
  指定研修実施機関実施分  ５４０人 
   合計        １，００８人 
  ※ 支え合い型ヘルプサービスの従事者の資格要件として認めている，平成２７年度高

齢者支え合いモデル事業における研修修了者を合わせると１，０９７人となる。 
  



別紙 京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修 標準カリキュラム 
 

 科目名 内 容 時間 

Ⅰ 

高齢者を 
取り巻く環境と 
介護・福祉 

サービスの理解 

１ 介護保険制度のしくみ 
（１）介護保険制度の成立の背景（２）介護保険制度のしくみ 
（３）サービス利用の流れ（４）利用できる保険給付サービス 
２ 介護予防・日常生活支援総合事業 
（１）介護予防・日常生活支援総合事業のしくみ 
（２）サービス利用の流れ（サービス事業） 
（３）利用できる総合事業サービス（サービス事業の類型） 
３ 介護・福祉にかかわる職種の理解と連携 
（１）資格職（２）事業所・関係機関に配置される職種 

1.5 

時間 

Ⅱ 高齢者と健康 

１ 老化の理解 
（１）老化に伴うこころとからだの変化 
（２）高齢者の特性に応じた対応（３）高齢者に多い病気 
２ 認知症の理解 
（１）認知症高齢者の状況（２）認知症の原因と症状 
（３）認知症の人への対応 

1.5 

時間 

 
 
 
Ⅲ 
 
 
 

支え合い型 
ヘルプサービス 
従事者の心得 

１ 支え合い型ヘルプサービスについて 
（１）支え合い型ヘルプサービスの概要と従事者 
（２）支え合い型ヘルプサービスの目的 
（３）支え合い型ヘルプサービス従事者の役割 
（４）支え合い型ヘルプサービスの業務特性 
（５）支え合い型ヘルプサービスの業務内容 
（６）支え合い型ヘルプサービスの業務の進め方 
２ 共感的理解とコミュニケーション 
（１）受容と傾聴（２）コミュニケーションの方法 
（３）チームコミュニケーション 
３ 支え合い型ヘルプサービス従事者としての接遇の基本 
（１）あいさつ（２）言葉づかい（３）身だしなみ 
４ リスク管理と緊急対応 
（１）支え合い型ヘルプサービスにおける事故と予防 
（２）事故予防の実際（３）事故発生時の対応 
（４）その他，判断に迷う場合の対応 
（５）支え合い型ヘルプサービス従事者の健康管理 
５ 支え合い型ヘルプサービス従事者の職業倫理 
（１）人権の尊重（２）高齢者の自立支援と介護予防 
（３）プライバシーの保護 （４）不適切な事例 

 
3 

時間 

Ⅵ 
生活援助 
について 

１ 生活援助の意義 
（１）生活援助（家事援助）の必要性と目的 
（２）生活援助の基本原則 
２ 主な生活援助の実際 
（１）掃除（２）買物（３）調理（４）洗濯 

2 
時間 

 


